
広島県呉市 

報道発表資料 
 

平成３０年１０月１６日 

財務部市民税課 0823-25-3192 

資産税課 0823-25-3210 

 

 

 

 

平成３０年７月豪雨災害の発生に伴い，国税に準じて平成３０年７月２０日に，呉

市告示第２７６号の２により，平成３０年７月５日以降に到来する市税の申告・納付

等の期限を延長しておりました（期日は未指定）。 

 この度，平成３０年１０月１７日に国税庁において，申告・納付等に関する期限を

１１月２７日とする告示が行われますので，本市においても国税に準じて１０月１７

日付けの告示により次のとおり期限を指定します。 

 

 

１ 延長後の期限 

 

 

 

２ 納税者への周知 

ホームページ，チラシ（窓口に配置），自治会回覧板等によりお知らせします。口

座振替利用者に対しては，新たな口座振替日を個別にお知らせします。 

平成３０年７月豪雨災害による市税の 

申告・納付等の期限の指定について 


